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事実の概要

　１　事案の概要
　①事件　　本件は、Ｘが、破産者Ａ（以下「破産者」
という。）に代わり同人が国に対して負担する租
税債務を第三者弁済し、破産者に対して求償権を
取得するとともに、国が破産者に対して有する租
税債権について、弁済による代位が生じたとして、
同債権（破産法 148 条 1 項 3 号に当たる財団債権に
係る部分を除く。）について、破産者の破産管財人
であるＹに対して、合計 12 億 0,607 万 8,255 円
の優先的破産債権が存在することの確認を求めた
事案である。
　Ｘは、経営コンサルティング、経理・総務事務
の受託・代行業務等を行う株式会社であり、破産
者は、訴外Ｂ株式会社の代表取締役であったが、
平成 21 年 4 月 21 日、同社が破産手続開始決定
を受けたことに伴い、破産者の債権者から破産手
続開始申立てがされ、同年 6月 4 日、破産手続
開始決定を受けた（以下「本件破産手続」という。）。
Ｙは、同日、破産者の破産管財人に選任された。
Ｘは、平成 26 年 4 月 3 日、Ｙに対し、Ｘが破産
者の国に対する租税債務を第三者弁済したことに
より破産者に対して優先的破産債権を有する旨の
確認を求めた。Ｙは、平成27年3月11日の時点で、
本件破産手続においては破産債権について配当の
見込みが立っていないとして、破産者に対する債
権調査は行っていない。

　②事件　　本件は、Ｘらが、①事件と同一の破
産者Ａ（以下「破産者」という。）が国に対して負
担する租税債務を第三者弁済するなどし、破産者
に対して求償権を取得するとともに、国が破産
者に対して有する租税債権のうち破産法 148 条
1 項 3号に該当する財団債権について弁済による
代位が生じたとして、破産者の破産管財人である
Ｙに対し、Ｘ１は合計7億2,719万5,928円の支払、
Ｘ２は合計 6億 3,113 万 0,872 円の支払、Ｘ３は合
計 13 億 6,818 万 2,216 円の支払をそれぞれ求め
た事案である。
　Ｘ１及びＸ２は、平成 21 年 1 月 30 日、国との
間で、破産者の国に対する租税債務（納期限が平
成 20 年 9月 30 日のもの。）の支払を担保するため、
Ｘ１及びＸ２が所有する土地建物について、抵当権
設定契約を締結し登記を経由した。国は、同年 6
月 17 日、抵当権を実行し、公売によりＸ１分で
合計7億2,719万5,928円、Ｘ２分で合計6億3,113
万 0,872 円の配当を得た。
　なお、Ｘ３は、破産者の国に対する租税債務を
立替払した旨主張したが、判決で立替払は認定さ
れておらず、Ｘ３に関する点は省略する。

　２　争点
　①事件　　争点は、本案前の主張として、破産
法 100 条 1 項の権利行使該当性及び確認の利益
の有無である（本案の主張として、優先的破産債権
の有無があるが、ここでは省略する。）。
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　本件で判断された破産法 100 条 1 項の権利行
使該当性につき、Ｘは、法が本来的に禁止してい
るのは強制執行であり、確認訴訟は含まれない、
本件破産手続では破産手続開始決定後約 5年半
もの間、破産債権の届出期間及び破産債権の調査
期間が定められていないため、破産法の簡易・迅
速な債権の確定という趣旨が没却されており、確
認訴訟は許される等主張している。
　②事件　　争点は、租税債権への代位の可否で
ある（なお、代位する租税債権の財団債権該当性も
争点となっているが、省略する。）。
　Ｘらは、民法上の原則どおり原債権たる租税債
権は代位弁済者に移転する、国税通則法 41 条 2
項は、租税債務の代位弁済者に租税債権のために
設定された抵当権につき代位を認めており、被担
保債権である租税債権も代位弁済者に移転する、
租税債権の自力執行権については、弁済による代
位によっても、私人に移転するものではない、代
位弁済者に租税債権の優先権の行使を認めなけれ
ば、第三者弁済を行う者はおらず、租税債権の円
滑な徴収という目的は大きく阻害されると主張す
る。

判決の要旨

　①事件　破産法 100 条 1項の権利行使該当性
　「破産法は、債権者その他の利害関係人の利害
及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調
整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清
算を図るとともに、債務者について経済生活の再
生の機会の確保を図ることを目的とし（破産法 1
条）、破産法 100 条 1 項は、基準時である破産手
続開始時の債務者の総資産と総負債を破産管財人
により清算し、債務者の財産等の適正かつ公平な
清算を図るという上記破産制度の目的を実現する
ため、破産債権者による個別的権利行使を抑止し、
破産財団からの配当に権利の実現を委ねるべく、
破産手続外での権利行使を禁止した規定であると
解される。
　そうすると、破産債権の行使については、法律
に特別な定めがある場合を除き、当該債権の満足
を求めるすべての法律上及び事実上の行為は破産
手続によらずにすることはできないのであり、債
務名義に基づく強制執行や保全執行のみならず、
給付訴訟や積極的確認訴訟も破産債権の行使とし

て許されないというべきである。」

　②事件　租税債権への代位の可否
　「弁済による代位（民法 500 条）は、弁済者が
債務者に対して取得する求償権を確保するため
に、債権者の債務者に対する債権（以下「原債権」
という。）及びその担保権を弁済者に移転させる
ものであるが（最高裁昭和 55 年（オ）第 351 号
同 59 年 5 月 29 日第三小法廷判決・民集 38 巻 7
号 885 頁）、債権の性質上譲渡することが許され
ない債権については、弁済による代位が否定さ
れることになるというべきである（民法 466 条 1
項ただし書参照）。
　ところで、租税債権は課税要件を満たす事実関
係が存在する場合に発生する法定債権であるが
（国税通則法 15 条）、その具体的な税額の確定に
ついては、納税義務者の申告によるほか税務署長
による更正処分、決定処分、賦課処分などの行政
処分によるべき場合があること（同法 24 条、25
条）、納税義務者が納期限までに納付しない場合、
租税義務の履行を実現するには裁判手続によるの
ではなく行政処分として財産の差押えをし（国税
徴収法 47 条 1項）、公売に付し（同法 94 条 1項）
換価手続をしなければならず、私法上の債権のよ
うに債権自体の譲渡による換価は認められていな
い。また、租税債権には、税負担の公平の観点から、
租税の減免、不徴収、和解をすることも認められ
ていないという私法上の債権とは異なる特色があ
る。これらの性質に照らすと、租税債権は、公法
上の債権として、私人間でこれを直接行使するこ
とが予定されていないというべきである。
　そうすると、租税債権は、当事者の意思が尊重
される私人間の債権債務関係と同様に論ずること
はできず、権利の性質上、私人に対する譲渡が許
されない債権であると解するのが相当である（大
審院明治 37 年（オ）第 518 号同年 12 月 8日判決・
民禄 10 輯 1564 頁）。」

判例の解説

　一　はじめに
　倒産法における弁済による代位は、例えば、主
債務者の借入れにつき連帯保証し、主債務者が破
産したため、連帯保証人が債権者に対し保証債務
を全部履行した場合に生じる。連帯保証人は、主
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債務者に対する事後求償権を行使できるが、求償
権は破産手続開始前の保証契約に基づき生じた財
産上の請求権であり、破産債権となる（破産法 2
条 5 項）。連帯保証人は、弁済によって当然に債
権者に代位し（民法 500 条）、自己の権利に基づ
いて求償をすることができる範囲内において、債
権者の原債権を行使することができることになる
が（民法 501 条柱書）、原債権は①貸金債権であり、
同じく破産債権のため、さほど大きな問題とはな
らない。ところが、原債権が財団債権となると、
問題状況が大きく変わってくる。すなわち、自ら
の求償権は破産債権だが、原債権は財団債権であ
り、保証人としては、財団債権として権利行使し
たい。民事再生においても、求償権は再生債権だ
が、原債権が共益債権や一般優先債権となる場合
も同様である。前述した「自己の権利に基づいて
求償をすることができる範囲内において」（民法
501 条柱書）の解釈が問題となる。この点、債権
の属性により、②租税債権、③労働債権、④私債
権でそれぞれ争いとなった（なお、各債権は、そ
の債権を有する者の属性を考慮し、いわば政策的に
優先権を付与されていることに留意されたい。）。

　二　弁済による代位に関する判例、裁判例
　弁済による代位の制度の本質については、最
判昭 59・5・29（民集 38 巻 7 号 885 頁）及び最判
昭 61・2・20（民集 40 巻 1 号 43 頁）が先例とし
てあるところ、倒産法において、まず問題となっ
たのは、本件と同じ②租税債権である。金融機関
が関税等につき保証履行した事案において、いず
れも弁済による代位を否定した高裁判決があった
（破産につき、東京高判平 17・6・30 金法 1752 号 54
頁、原判決は東京地判平 17・3・9金法 1747 号 84 頁。
民事再生につき、東京高判平 17・8・25 公刊物未登
載、原判決は東京地判平 17・4・15 判時 1912 号 70
頁）。また、②租税債権を立替払（第三者弁済（民
法 474 条））した事案においても、民事再生の事
案で、立替金返還請求権の一般優先債権該当性を
否定していた（東京高判平 19・3・15 公刊物未登載、
原判決は東京地判平 18・9・12 金法 1810 号 125 頁）。
いずれも最高裁判決は出ていなかった。
　その後、③労働債権の場合（破産で私人が財団
債権となる賃金を立替払した事案）と④私債権の場
合（民事再生で管財人が民事再生法 49 条 1項に基づ
き解除を選択し、前渡金返還請求権が同条 5項、破

産法 54 条 2 項により共益債権となった事案）にお
いて争われ、最高裁は、相次いで弁済による代
位を肯定した（③労働債権につき、最判平 23・11・
22 民集 65 巻 8 号 3165 頁、④私債権につき、最判平
23・11・24 民集 65 巻 8 号 3213 頁）。弁済による
代位の制度趣旨につき、原債権を、求償権を担保
するための一種の担保と捉えたものであった１）。
　②租税債権については、最高裁判決は出ていな
い状況にあるが、前述した最判平 23・11・22 の
田原睦夫裁判官の補足意見には、「租税債権のご
とく、弁済による代位自体がその債権の性質上生
じない場合は別である。」とある。
　このような判例、裁判例の流れの中で、本件で
は、②租税債権につき係争されていることになる。

　三　破産法 100 条 1項の権利行使該当性
　①事件では、原債権である租税債権が優先的破
産債権に該当するとして、Ｘは、破産債権の届出
を行っていたが、配当見込みがない場合には破産
債権の届出期間及び破産債権の調査期間が定めら
れない、いわゆる留保型（破産法 31 条 2項）のま
ま長期間経過したとして、優先的破産債権確認訴
訟を提起した。
　破産法 100 条 1 項は、「破産債権は、この法律
に特別の定めがある場合を除き、破産手続によら
なければ、行使することができない。」とされ、
債権者は個別の権利行使を禁止され、破産手続に
おいて、破産債権の届出、調査、確定手続によ
り、破産債権が確定され、配当を受けることにな
る。破産債権である租税債権については、同条 2
項において、例外的な取扱いとして、破産手続開
始時に破産財団に属する財産に対して既にされて
いる国税滞納処分（同項 1号）及び徴収権限者に
よる還付金又は過誤納金の充当（同項 2号）の場
合には、同条 1項の適用が除外される。しかし、
本件でＸが主張する確認訴訟については規定がな
い。規定がない以上、原則どおり、破産債権の届
出、調査、確定手続に服すべきであろう２）。
　Ｘは、前述のとおり、破産法の簡易・迅速な債
権の確定という趣旨が没却されている以上、確
認訴訟を提起したとしても、破産法 100 条 1 項
を害することもなく、むしろ現時点でいずれは訴
訟（破産法 126 条 1 項に基づく破産債権査定異議の
訴え）で解決されることが明らかな内容について
審理を進めることは破産法 100 条 1 項の趣旨に
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沿うと主張する。ただ、この点、本判決でも指摘
されるとおり、債権調査の際、他の債権者は異議
を述べることができ（破産法 121 条 2 項、破産規
則 43 条 1 項）、その後の債権確定手続を破産管財
人の意向にかかわらず破産債権の存否を争えると
ころ、破産管財人との間のみで確認訴訟が可能と
すると、他の債権者の異議申立権を奪う結果とな
る。
　なお、時効の中断については、破産債権者は自
らの破産債権を届け出ることによってその効果を
生じさせることができ（民法 147 条 1号）、本件に
おいても、Ｘは破産債権の届出を行っている。

　四　租税債権への代位の可否
　弁済による代位の制度につき、前述した最判平
23・11・22（③労働債権）及び最判平 23・11・24（④
私債権）は、原債権を、求償権を担保するための
一種の担保として機能させることを趣旨とすると
いう制度理解を基礎としており、財団債権や共益
債権の制度趣旨や、各財団債権化、共益債権化の
目的を勘案する立場をとっていないと理解されて
いる３）。債権者間の公平の観点からは、他の債権
者は、もともと原債権者による財団債権や共益債
権としての権利行使を甘受せざるを得なかった立
場であり、不当に不利益を被ることはないとされ、
逆に原債権への代位を否定することは、他の債権
者にとって、配当（弁済）原資が増え、いわば「棚
ぼた」となるとの考慮（価値判断）が働いている
ものと思われる４）。
　かかる判例の立場を前提とすると、②租税債権
についても同様の結論が導かれるように思われる
ところであるが、前述したとおり、最判平 23・
11・22 の田原裁判官の補足意見は、これを牽制
する意味で、「租税債権のごとく、弁済による代
位自体がその債権の性質上生じない場合は別であ
る。」と指摘しており、例外を認めるには、そも
そも弁済による代位自体を否定する方向しかない
のであろう。
　この点、租税債権については、前提問題として、
租税債権を第三者納付した場合に、当該租税債権
が当該第三者に移転するのか自体が問題とされ、
これが否定されるとすると、弁済による代位自体
が生じないことになる。そして、租税債権の第三
者納付の場合における抵当権の代位を認めた国税
通則法 41 条 2 項は、「国税の効力として国が有

していた権利（例えば優先権や滞納処分の執行権）
につき一般私人が代位することを認めるわけにい
かないし、人的担保についても、その執行方法が
滞納処分による等の特異な内容を含むから、同様
に代位が認められない。そこでそのような障害の
ない抵当権に限り、代位を認めることとしたもの
である。」と解されていることからしても５）、前
提問題は否定されよう６）。ただ、租税債権の特殊
性のみを強調することで足りるのかについては、
議論の分かれるところである７）。

　五　おわりに
　②租税債権につき、弁済による代位自体が否定
されるとの結論に違和感はない。本件はやや特殊
な事例であるが、他の場面を想定すると、例えば
クレジットカードによる納税が可能な自治体があ
るところ、クレジットカード会社が自治体に租税
債権を立替払したが破産者からは回収が未了とい
う場合、同様に財団債権である原債権に代位する
ことはできないであろう８）。
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